フグを取り扱う施設の皆さんへ
県では、「山梨県フグ取扱指導要綱」を制定し、平成22年4月1日よりフグを取り扱う施設からの届出を保健所で受け付けることとしました。
また、講習会等を修了したフグ取扱責任者がいない施設は、フグを取り扱うことができなくなりました。（ただし、平成22年4月1日現にフグを取り扱っている施設については、猶予期間があります。）
＜保健所への届出＞
○肝臓、卵巣その他人の健康を損なうおそれがある部位が除去されていないフグ（以下「丸フグ」という。）を調理、加工又は販売する施設については、早めに保健所へ届出を行ってください。
○有毒部位が除去されたフグ（身欠きフグ）を購入し、調理、加工又は販売する施設については、保健所への届出は不要です。
○保健所への届出は、専任のフグ取扱責任者を設置した後にお願いします。
＜フグ取扱責任者の設置＞
○丸フグを調理、加工又は販売する施設には、専任のフグ取扱責任者を1名以上設置してください。

○フグ取扱責任者とは、県で開催するフグの取り扱いに関する講習会（学科講習会及び実技講習会）を修了した者又は他自治体等において開催される同等以上の講習会等を修了した者のことをいいます。
○県で開催するフグの取り扱いに関する講習会は、平成２３年度以降を予定しております。
○丸フグの販売のみを行う施設については、学科講習会を修了したフグ取扱責任者の設置が必要です。

○丸フグの調理又は加工を行う施設については、学科講習会及び実技講習会を修了したフグ取扱責任者の設置が必要です。
＜猶予期間＞
○平成22年4月1日現にフグを取り扱っている施設については、平成25年3月31日まで、猶予期間がありますので、それまでの間にフグ取扱責任者を設置し、保健所へ届出を行ってください。
中北保健所　衛生課
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＜フグを取り扱う施設の基準＞
○専用のフグ取扱場を設け、予定取扱量に応じた十分な広さとすること。

○処理済みのフグ、未処理のフグを保管するそれぞれ専用の容器を備えること。

○フグの有毒部位を保管するため、施錠できる専用の不浸透性の容器を備えること。

○専用のフグ処理台、流し台、まな板、包丁その他必要な機械又は器具類を備えること。

※丸フグの販売のみを行う施設については、基準の一部を適用しないことができます。
＜フグ取扱責任者の守るべき事項＞
①フグの種類及びその可食部位を適正に判断し、調理、加工又は販売を行うこと。
②丸フグは、フグ取扱施設にのみ販売すること。

③一般消費者には、身欠きフグのみを販売すること。

④丸フグの選別を厳重に行い、特に、ドクサバフグ等魚体すべてが有毒なフグ及び種類不明のフグを確実に排除すること。
⑤凍結した丸フグを使用する場合は、凍結及び解凍に伴うフグ毒の有毒部位から筋肉部への移行残留を防止するための措置を講ずること。

⑥卵巣、肝臓等の有毒部位の除去は的確に行うこと。除去した有毒部位は、塩蔵処理の原料となるものを除き、他の食品又は廃棄物に混入しないよう施錠できる専用の不浸透性の容器に保管し、廃棄物処理法に基づき適正に処分すること。

⑦フグを保管する容器には、その用途別に、未処理、処理済み、塩蔵処理の原料又は有毒部位などの表示を行うこと。
⑧有毒部位の除去処理に用いたフグ処理台、流し台、包丁、まな板等の機械又は器具類及び容器については、作業後に十分洗浄すること。また、作業中であっても、これらの機械又は器具類及び容器については、必要に応じ、十分洗浄すること。

⑨卵巣及び皮の塩蔵処理は適正に行うこと。

⑩フグ加工品等の表示については、食品衛生法等に基づき適正に表示すること。

＜講習会の開催＞
○フグ取扱責任者になろうとする者に対し、県で講習会の開催を予定しています。
○平成23年度以降に学科講習会と実技講習会を行う予定ですが、詳細については、今後、県ホームページなどでお知らせします。
＜その他＞
○届出の方法や不明な点などについては、管轄の保健所に問い合わせをお願いします。
